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木更津市立金田中学校校舎増築及び特別教室棟解体等工事設計業務委託 

公募型プロポーザル募集要領 

 

第１ 目的 

 この要領は、木更津市立金田中学校校舎増築及び特別教室棟解体等工事設計業務委託に

ついて、当該業務の目的及び内容に最も適した業者を選定するためのプロポーザルを実施

するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 業務概要 

（１） 業務名称  木更津市立金田中学校校舎増築及び特別教室棟解体等工事設計業務

委託 

（２） 業務内容  金田中学校校舎増築及び特別教室棟解体等工事設計業務の基本設計、

実施設計業務、外構工事等設計業務、地質調査業務内容の提示及び建

築確認申請等に関する業務とし、別添の「建築設計業務委託特記仕様

書」による。 

（３） 契約期間  契約締結の日から令和８年２月２０日までとする。 

※各種必要な申請業務及び建築確認済証取得までを含む。） 

（４） 上限額   １０４，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

          ※この金額に、各種申請手数料は含まない。 

          ※この金額は、予定価格を示すものではない。 

（５） 業務場所  建設地     木更津市中島２８２０番地 

敷地面積    ２１，６０７ｍ² 

用途地域    第一種中高層住居専用地域 

建蔽率・容積率 ６０％・２００％ 

その他     建築基準法第２２条指定区域 第一種高度地区 

（６） 事業内容  木更津市立金田中学校の校舎整備を行うにあたり、必要となる基本設

計及び実施設計を業務委託するものである。 

(１) 木更津市立金田中学校校舎等増築設計業務 

             増築校舎設計業務（渡り廊下・駐輪場共） ３，２７０ｍ²程度 

             外構等設計業務 

             備蓄倉庫その他附属建物（配置までとし、実施設計は除く。） 

(２) 既存特別教室棟等解体工事設計業務 

             特別教室棟解体設計業務     ２９１．６０ｍ²程度 

             体育器具庫解体設計業務      ４１ｍ²程度 

          (３) その他 

             地元説明会出席、各関連法規に伴う協議・申請、デザイン会議
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の資料作成及び出席等 

          ※各業務の詳細については、別添の特記仕様書を参照すること。 

 

第３ 契約の方法 

随意契約とする。 

なお、参加資格があると認められた者から提出された技術提案書の内容について、本市関

係者で構成する木更津市立金田中学校校舎増築及び特別教室棟解体等工事設計業務委託公

募型プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）で審査し、随意契約の相手候

補（以下「受託候補者」という。）を決定する。 

 

第４ 委託業務の目的及び公募型プロポーザル方式の理由 

本事業は、金田地区の土地区画整理事業により大規模商業施設や住宅地の整備とともに

著しい人口の増加がみられ、今後も人口の増加が続くと予想されている。現状としては、こ

の人口増加に伴う生徒数の増加に対応しきれる学校規模を有していない。 

今後の生徒の増加に対応した教育環境を実現するため、金田中学校の校舎を建設し、学校
運営が効果的にできるような学習環境を提供することを目的とする。 

本プロポーザルは、豊富な学校建設設計実績に裏付けされた豊かな創造性と高度技術能

力を有し、かつ熱意をもって学校建設設計を行う意思のある設計業者を選定するために行

う。 

 

第５  参加資格要件 

 下記の条件を全て満たすものとする。 

(１) 令和６・７年度木更津市入札参加資格者名簿（以下、「資格者名簿」という。）

に登載された者で、資格者名簿において、建築関係建設コンサルで「建築一般」

で登録されている者 

(２) 受託候補者を決定する日までに、木更津市入札参加資格者指名停止措置要領及び

木更津市入札契約に係る暴力団対策措置要綱の規定による指名停止措置を受けて

いない者 

(３) 地方自治法施行令第 167 条の４の規定のほか、次の事項に該当しない者 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者、又は

受注者を決定する前６か月以内に手形、小切手を不渡りにした者 

イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開

始決定がされていない者 

ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開

始決定がされていない者 
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(４) 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条第１項に基づく一級建築士事務所の

登録を継続して行っている単体企業であること。 

(５) 平成２０年４月から令和６年３月末までに竣工した小中学校で、延べ面積 2,000

ｍ²以上（既存部分の床面積を除く）の建築物の新築、増築又は改築工事の設計

の実績があること。 

 

第６ 業務上の条件 

（１）管理技術者は一級建築士であること。 

 （２）管理技術者及び主任技術者（建築（総合）に限る。）は、提出者の組織に所属して

いること。 

 （３）管理技術者及び記載を求める主任技術者はそれぞれ１名であること。 

 （４）管理技術者が記載を求める各主任技術者を兼任していないこと。また、記載を求め

る各主任技術者が記載を求める他の分担業務分野の主任技術者を兼任していない

こと。 

 （５）管理技術者及び各担当技術者は平成２０年４月以降に同種又は類似業務に携わっ

た実績があること。 

 （６）主たる分担業務分野である建築（総合）は再委託しないこと。 

 （７）業務の一部を再委託する場合には、再委託先の設計事務所等が国又は地方公共団

体から指名停止又は指名除外の措置を受けている、又は受けることが明らかであ

る者でないこと。 

  注１）「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、

契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

  注２）「主任技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務における担当技術者を統括

する役割を担う者をいう。なお、記載を求める各主任技術者の分担業務分野の分

類は、次表による。 

分担業務分野 業務内容 

建築（総合） 
平成 31 年国土交通省告示第 98 号別添一第１項第１号ロ（１）
及び第 2 号ロ（１）の表中（１）総合 

建築（構造） 同上（２）構造 

電気設備 同上（３）設備（ⅰ）電気設備 

機械設備 
同上（３）設備（ⅱ）給排水衛生設備、（ⅲ）空調換気設備、 

（ⅳ）昇降機等 
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第７ 実施スケジュール 

 実 施 内 容 実 施 期 間 又 は 期 日 

一
次
審
査 

参加意向質問受付期間 令和６年５月７日（火）～令和６年５月 13 日（月） 

参加意向質問回答日 令和６年５月 21 日（火） 

参加意向受付期間 令和６年５月 27 日（月）～令和６年５月 31 日（金） 

一次審査 令和６年６月 14 日（金） 

選定結果通知及び 

技術提案書提出要請 
令和６年６月 25 日（火） 

二
次
審
査 

技術提案書受付期間 令和６年７月上旬～令和６年８月下旬 

技術提案書質問受付期間 令和６年７月中旬 

技術提案書質問回答日 令和６年７月下旬 

二次審査（ヒアリング） 令和６年９月中旬 

技術提案書審査結果の通知 令和６年９月下旬 

契約締結 令和６年 10 月中旬 

※各日程は事務の都合により変更する場合があるので留意すること。 

※スケジュールの更新は木更津市ホームページを随時確認すること。 

 

第８ 資料の添付 

本プロポーザルに係る資料を下記のとおり交付する。 

（１）交付資料 

   ・木更津市立金田中学校校舎増築及び特別教室棟解体等工事設計業務委託公募型プ

ロポーザル募集要領 

・木更津市立金田中学校校舎増築及び特別教室棟解体等工事設計業務委託公募型プ

ロポーザル様式集 

・イメージ図具体例 

・建築設計業務委託特記仕様書 

（２）交付方法 

    木更津市公式ホームページからダウンロードする。 

 （３）参考資料 

  「木更津市公共建築物等における木材利用促進方針」 

URL:https://www.city.kisarazu.lg.jp/shigoto_sangyo/norinsuisangyo/ringyo_sa

nrin/7894.html 

  「木更津市学校施設長寿命化計画」 

URL:https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/shisankanri/eizen/1/3112.html 
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第９ 一次審査 

（１）参加意向申出書の提出 

本プロポーザルに参加しようとするものは、次のとおり参加意向申出書及び資料

（以下「参加意向申出等」という。）を提出しなければならない。 

    なお、期限までに参加意向申出等を提出しない者又は参加資格要件に該当しない

と認められた者は、このプロポーザルに参加することはできない。 

（２）提出書類 

    ①参加意向申出書（様式１－１） 

②管理技術者及び各担当技術者（様式１－２） 

③事務所の業務実績（様式２－１） 

④事務所の概要（様式２－２） 

⑤事務所の業務実績詳細（様式３） 

⑥管理技術者の経歴等（様式４） 

⑦主任技術者の経歴等（様式５） 

⑧管理技術者の業務実績（様式６） 

⑨協力事務所の名称等（様式７） 

⑩資本関係・人的関係調書（様式８） 

（３）提出期限 

   令和６年５月 31 日（金）午後４時 00 分まで 

（４）提出場所 

   〒２９２－８５０１ 

   木更津市朝日三丁目 10 番 19 号 

   木更津市資産管理部営繕課 

   電話 ０４３８－２３－８１６３ 

 （５）提出部数 

   ２部（原本１部、写し１部とする。） 

 （６）提出方法 

   持参又は郵送（一般書留又は簡易書留で送付）によること。 

（電子メール又はファクシミリによるものは受け付けない。） 

   なお、郵送については当日消印を有効とする。 

（７）参加意向申出書記載 

   参加意向申出書に添付する資料は、別添の書式に基づき作成することとし、用紙の大

きさは、特記なき限りＡ４判タテとする。（左上をホッチキス仮綴とする。） 

 （８）技術提案書提出者の選定 

一次審査として、第６に定める業務上の条件を満たしているかを確認する。 

参加資格を有する応募者が多い場合は、評価点の上位５者程度を技術提案書の提出者
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として選定する。ただし、上位５者の採点結果において、一次審査評価項目における

50％未満の採点結果となった参加意向申出者は二次審査に参加することはできない。

なお、提出者が１者の場合でも受付・審査をする。 

  （９）審査結果の通知 

二次審査候補者を選定したときは、令和６年６月 25 日（火）までに選定結果通知書

を電子メール等により通知する。  

なお、審査結果についての問い合わせ及び審査結果に対する審査請求は、一切応じな

いものとする。 

 

第１０ 質問・回答 

（１） 質問の提出期限 

令和６年５月 13 日（月）午後４時 00 分まで 

（２） 質問の提出方法 

     電子メールにより、質問書（任意様式）を営繕課に提出するとともに、電話によ

り営繕課へ提出したことを連絡すること。 

     E-mail：eizen2@city.kisarazu.lg.jp 

（３） 回答 

     令和６年５月 21 日（火）に全質問に対する回答を一括して、木更津市公式ホー

ムページ内に掲載する。 

 

第１１ 二次審査 

（１）技術提案書の提出 

    一次審査により選定された二次審査候補者は、次のとおり書類を提出すること。 

 （２）提出書類 

   ア 技術提案書（様式９） 

   イ 技術提案書（別紙）（様式 10） 

   ウ 参考見積書（様式 11－1） 

   エ 参考内訳書（様式 11－2） 

（３）提出期限（予定） 

   令和６年８月 27 日（火）午後４時まで。 

（４）提出場所 

   〒２９２－８５０１ 

   木更津市朝日三丁目 10 番 19 号 

   木更津市資産管理部営繕課 

   電話 ０４３８－２３－８１６３ 

 （５）提出部数 
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   様式９      原本１部 

   様式 10   原本１部、写し８部 

   様式 11－1  原本１部 

   様式 11－2  原本１部 

 （６）提出方法 

   持参又は郵送（一般書留又は簡易書留で送付）によること。 

（電子メール又はファクシミリによるものは受け付けない。） 

   なお、郵送については当日消印を有効とする。 

 （７）技術提案書作成 

二次審査候補者で技術提案書の提出を要請された者は、次のア～ウについて提案す

ること。なお、提出書類について、本要領及び別添の所定様式に示された条件に適合し

ない場合は、無効とする場合がある。  

ア 本業務に対する取組姿勢および実施体制についての提案  

業務の実施方針、取り組み体制、設計チームの特長、特に重視する設計上の配慮事

項（特定テーマに記載する内容を除く）、その他の業務実施上の配慮事項等を簡潔

に記載する。この際、二次審査候補者で技術提案書の提出をした者（以下「技術提
案者」という。）を特定することが出来る内容の記述（具体的な社名等）を記載し

てはならない。  

イ 特定テーマ  

テーマ１：立地条件に対する考え方についての提案 

・校舎及びグラウンドを効率的に整備するための配置計画の工夫についての提案 

・学校全体の運営や生徒及び学校関係者の動線の効率性、安全性及び利便性に配慮

した施設計画の考え方についての提案 

・災害時に避難所として運営するときに最低限必要と考える機能とその機能を確

保するための方法などの提案 

テーマ２：環境負荷低減及び省エネルギー等の考え方についての提案  

・「木更津市公共建築物等における木材利用促進方針（平成 26 年 4 月 25 日）」を

踏まえ、当該地区の風土を考慮した効果的な木材の活用方法などの提案 

・省エネルギー化のためにＢＥＩの値を効果的・効率的に低減する提案 

テーマ３：維持管理が容易で管理運営費用も低減が図られる建築手法の提案  

・「木更津市学校施設長寿命化計画(令和３年６月)」に基づいて今後行われる

ことが想定される大規模改修及び長寿命化改修等（以下、「改修等」という。）

の費用の縮減が図れるような設備等の仕様の提案 

・上記の計画に基づいて行われる改修等の費用の縮減が図れるような施設計画

の提案 

ウ 参考見積書  
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本業務に係る合計経費見積金額と消費税相当額（10％）を提示すること。  

※記入上の注意事項  

・用紙サイズは、様式９号及び様式 11 号はＡ４版、様式 10 号はＡ３版横使いとし、

Ａ４版に折り込むこと。  

・技術提案説明書（様式 10 号）は、（７）イに示した項目順に記入し、ページ番号を

付すること。枚数は、片面印刷５枚以内とする。（１セットごとに左上をホッチキ

ス仮綴とする。）  

・視覚的表現については、文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ

図、スケッチ等は使用できるが、設計内容が具体的に表現された設計図面、パース

（透視図）、模型、模型写真を使用してはならない。なお、表現の許容範囲につい

ては、別添「イメージ図具体例」を参照のこと。 許容範囲を超えた表現だと判断

された場合は、営繕課にて当該部分を黒塗りする。 

・原本並びに写しは、カラー印刷とする。  

・技術提案は、提案技術者１者につき１つ限りとする。  

・技術提案書の提出後の訂正、追加、差し替え及び再提出は認めないものとする。 

・技術提案書を作成するにあたり、既存図面等が必要な場合は、必要な図面を記載し

た申請書を提出すること。なお、申請書は任意様式とし、提供できる範囲で提供す

るものとする。 

 （８）技術提案内容のヒアリング  

提案内容をより理解するため、技術提案書に係るヒアリング等審査を次のとおり

行う。  

ア 実施方法  

（ⅰ）１者ずつの呼び込み方式として、１者の持ち時間は説明 20 分、質疑 15 分の計

35 分とする。  

（ⅱ）技術提案追加資料の配布は禁止するが、提出された技術提案書に関わる図案や

写真を用いた説明用パネル等の使用は可能とする。  

（ⅲ）ヒアリング等審査でのパソコンの使用は可能とするが、使用する場合は会場に

パソコンを持参すること。（営繕課は、プロジェクター及びスクリーンを用意

する。）なお、パソコン設置準備時間は持ち時間から除外する。  

（ⅳ）ヒアリング等審査の説明者は、管理技術者及び補助者を含めて４名以内とする。

また、管理技術者の代理出席は認めない。  

（ⅴ）欠席をした場合は、技術提案書の審査、評価及び特定から除外する。  

（ⅵ）ヒアリング等審査の順番は、参加意向申出書の提出順とする。  

（ⅶ）ヒアリング等審査は非公開とする。  

イ 実施日及び場所  

（ⅰ）実施日  
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令和６年９月中旬頃 

（ⅱ）場所  

木更津市朝日三丁目 10 番 19 号 木更津市資産管理部営繕課 

（会場は別途通知する） 

（９）審査結果の通知  

受託候補者を特定したときは、令和６年９月下旬頃に技術提案者全員に対し、審査結

果を電子メール等により通知するものとし、ホームページで公表する。  

なお、審査結果についての問い合わせ及び審査結果に対する審査請求は、一切応じな

いものとする。 

 

第１２ 技術提案等の審査方法及び評価基準 

 (１)技術提案書等の評価方法 

次表により、「木更津市立金田中学校校舎増築及び特別教室棟解体等工事設計業務

公募型プロポーザル技術提案書等審査要領」に基づき、評価及び第二次審査を行う。 

 

 評価項目 主な評価基準 配点 

一
次
審
査 

１ 事務所の評価 業務経歴等、業務の実績他 ６ 

２ 担当チームの評価 資格・実績等 １４ 

一次審査 評価点 ２０ 

二
次
審
査 

１ 取組姿勢及び実施体制 

①業務実施にあたっての基本的な取り

組み方針について 

２５ 

②業務の取組体制について 

③設計チームの特徴について 

④設計上の配慮事項について 

⑤その他業務上の配慮事項等について 

２ 特定テーマ１ 
特定テーマごとに的確性、独創性、実

現性などの観点について 

１５ 

３ 特定テーマ２ １５ 

４ 特定テーマ３ １５ 

５ 参考見積 見積金額の経済性 １０ 

二次審査 評価点 ８０ 

総合評価点 １００ 

(２)受託候補者の特定 

   ア 選定委員会において、書類審査及びヒアリング等審査の評価により、各選定委員
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の評価点の合計を加算し、順位を付け、最も評価点の高いものを受託候補者として

特定する。 

   イ 評価点の合計が同点となる者が２者以上あるときは、委員会の合議により順位

を決定する。 

 （３）審査結果の公表 

    受託候補者を特定した際の公表基準は、次のとおりとする。 

   ア 次に掲げる事項は、公表する。 

    ・受託候補者の名称 

    ・受託候補者の評価点 

・受託候補者以外の技術提案者の評価点 

   イ 次に掲げる事項は、公表しない。 

    ・委員会及びヒアリング等審査の議事録 

    ・各選定委員の採点結果 

    ・受託候補者以外の技術提案者の名称 

    ・技術提案書 

 

第１３ 質問・回答 

（１） 質問の提出期限（予定） 

令和６年７月 17 日（水）午後４時 00 分まで 

（２） 質問の提出方法 

     電子メールにより、質問書（任意様式）を営繕課に提出するとともに、電話によ

り営繕課へ提出したことを連絡すること。 

     E-mail：eizen2@city.kisarazu.lg.jp 

（３） 回答（予定） 

     令和６年７月 29 日（月）に全質問に対する回答を一括して、木更津市公式ホー

ムページ内に掲載する。 

 

第１４ 契約の締結 

（１）提案書類の内容について、業務の詳細を協議の上、再度見積書（提案書類の提出時

の様式１１－１及び１１－２とは別）を徴収し、予定価格の範囲内であることを確認

して契約を締結する。 

（※地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号による随意契約による。） 

（２）受託候補者との協議が調わない場合は、次点者と業務の詳細等を協議のうえ、上記

と同じ手続きにより契約を締結する。 

 

第１５ その他 
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（１）次のいずれかに該当する場合は、失格又は無効とする。 

①提案書類等の必要書類を期日までに提出しない場合 

②「第５ 参加資格」を満たしていない場合 

③提案書類等に虚偽の記載があった場合 

④見積額が当該予算額を超えている場合 

⑤プレゼンテーションに欠席した場合 

⑥選考の公平性を害する行為があった場合 

⑦前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為等、審査会委

員長が失格であると認めた場合 

（２）提案書類等の作成等に要する費用は、すべて提案者の負担とする。 

（３）提案書類等は返却しない。 

（４）提出期限以降における参加意向申出書及び提案書類等の記載内容の変更は、原則と

して認めない。 

（５）参加意向申出書提出後に辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出するものとす

る。 

また、選定結果通知後、提出期限までに提案書類の提出がない場合は、辞退したも

のとみなす。 

（６）本委託業務の履行に伴い生じた著作権その他の権利は、木更津市に帰属するものと

する。 

（７）本プロポーザルを公正に執行することが困難と認められるとき、その他やむを得な

い事情があるときは、本プロポーザルを延期又は中止することがある。 

（８）受託候補者が決定するまでの間、提案者の数等は公表しないものとする。 

 （９）本手続きにおいて使用する言語は日本語及び通貨は日本円によるものとする。 


